
（付）陸上交通の安全に関する財政措置

１ 国の交通安全関係予算

平成１４年度予算の総額は約１兆５，９９１億円であ

り，前年度当初予算額約１兆６，１２７億円と比較す

ると約１３６億円，０．８％の減となっている（第３

表）。

２ その他の財源措置

地方公共団体の交通安全対策に要する経費の財

源として，国の交通安全対策関係予算のほか，地

方公共団体の財源として，地方交付税及び地方債

により措置することとしている。
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第３表 平成１４年度陸上交通安全対策関係予算（国費）

平 成１４年 度 予 算 額 平 成１３年 度 予 算 額 比 較 増 減 額 増 減 率

１，５９９，０７９百万円 １，６１２，６６０百万円 ▲１３，５８１百万円 ０．８％減

（単位：百万円）

事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考

１．道路交通環境等の整
備

１，３８６，６８７ １，４０１，０２３ ▲１４，３３６ ［１．０％減］

�特定交通安全施設等
の整備 （警察庁）

１７，０５０ １７，０５０ ０ 交通安全施設等整備事業に関する緊急
措置法により都道府県公安委員会が行う
交通管制センターの設置，信号機の改良
等に要する費用について，国土交通省と
連携した事故多発箇所（全国約３，２００箇
所）における事故要因に即した対策の実
施にも配慮し，補助する。［補助率：５／
１０］

�交通安全施設等の整
備 （国土交通省）

２３６，３４３ ２１６，９４８ １９，３９５ 交通安全施設等整備事業に関する緊急
措置法により道路管理者が行う歩道，コ
ミュニティ・ゾーン，立体横断施設，自
転車道，自転車駐車場等の整備，交差点
改良等に要する費用について，警察庁と
連携した事故多発箇所（全国約３，２００箇
所）における事故要因に即した対策の実
施にも配慮し，負担し，又は補助する。
さらに，地方道路整備臨時交付金によ

る交通安全施設等の整備に要する費用を
交付する。［内地負担率：一種事業２／３，
二種事業１／２，内地補助率：一種事業１／
２，５．５／１０，二種事業１／２］

�広域交通管制室の情
報収集 （警察庁）

６ ０ ６ 広域交通管制室における広域的な交通
対策に必要不可欠である全国の高速自動
車国道等の交通情報を収集する。

�交通安全対策特別交
付金 （総務省）

８１，６０６ ８５，４５８ ▲３，８５２ 道路交通法に基づき，交通安全対策の
一環として道路交通安全施設の設置及び
管理に要する経費の一部に充てるため，
地方公共団体に対し交通安全対策特別交
付金として交付する。

�改築事業による交通
安全対策事業

（国土交通省）

５５６，０５７ ５６３，５３９ ▲７，４８２ 歩道等の設置を伴う現道拡幅，現道に
歩道等の設置が困難な区間における小規
模バイパスの建設等，交通安全に寄与す
る道路の改築事業に要する費用について
負担し，補助し，又は交付する。
［内地負担率：改築２／３，７／１０，５．５／１０
他，内地補助率：１／２，５．５／１０］

�道路交通環境改善促
進事業

（国土交通省）

２，７５０ ２，５００ ２５０ 道路空間と一体となって機能する歩行
者通路や交通広場等の整備に要する費用
について補助する。［補助率：１／２］
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事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考

�防災・震災対策事業
（国土交通省）

２３８，３５６ ２５８，１２８ ▲１９，７７２ 平成８・９年度に実施した道路防災総
点検に基づき，防災事業として，異常気
象時の孤立解消など緊急に対策が必要と
された箇所の法面防護工・落石防護工等
に要する費用について，また，震災事業
として対策の緊急性の高い橋梁等の道路
構造物について耐震性の向上を図るため
の費用について負担し，補助し，又は交
付する。［内地負担率：改築２／３，維持修
繕５．５／１０，内地補助率：１／２］

�鉄道構造物の耐震補
強 （国土交通省）

９６ ２２５ ▲１２９ 阪神・淡路大震災を踏まえ，鉄道施設
の耐震性強化を促進するための補助を行
う。

	地方中小鉄道の安全
対策（国土交通省）

２，４７７ ２，４７４ ３ 地方中小鉄軌道の近代化の推進に加え，
鉄道事故防止，安全性向上等のための制
度を拡充する。


踏切道の立体交差化
等
ア 踏切保安設備の
整備
（国土交通省）

２５０ ２５０ ０ 踏切事故防止総合対策を推進するた
め，自社で整備が困難な事業者に対し
て，踏切保安設備の整備について補助す
る。［補助率：１／２，１／３］

イ 踏切道の立体交
差化等
（国土交通省）

１７０，８６２ １５９，７３８ １１，１２４ 踏切事故等解消のため，踏切道の立体
交差化及び立体交差の新設並びに踏切道
の拡幅等の構造改良に要する費用につい
て負担し，補助し，又は交付する。
［内地負担率：改築２／３，内地補助率１／
２，５．５／１０］

�住区基幹公園等の整
備 （国土交通省）

７０，２９２ ８３，３７８ ▲１３，０８６ 路上における遊びや運動による交通事
故を防止し，児童及び青少年の遊び場や
災害時の避難路等の確保を図るため，歩
いていける範囲の公園（住区基幹公園）
等の整備に要する費用について補助す
る。［補助率：施設１／２，用地１／３］

�身近なまちづくり支
援街路事業

（国土交通省）

６，９３４ ７，４５８ ▲５２４ 既成市街地等の一部の地区において，
通過交通等による交通事故の防止，生活
環境の向上等を図るため，地区内街路や
歩行者専用道路等を体系的に整備する費
用について補助し，又は交付する。
［補助率：調査１／３，事業１／２，５．５／１０］
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事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考


自転車駐車場整備事
業 （国土交通省）

３，５５３ ３，８１７ ▲２６４ 通勤・通学，買物等のための自転車（原
動機付自転車を含む。）の利用増大に対
処するため，三大都市圏又は人口１０万人
以上の都市圏の鉄道駅周辺及び人口１０万
人以上の都市の中心市街地で行われる一
定規模以上の自転車駐車場の整備に対し
街路事業の一環として補助し，又は交付
する。［補助率：施設１／２，用地１／３］

�道路運送の高度情報
化の推進

（国土交通省）

５５ ６０ ▲５ 最新の情報技術を活用し，先進的な実
証研究を行って，ITを活用した道路運
送の高度化事業を実施する。

２．交通安全思想の普及
徹底

４７８ ４２４ ５４ [１２．７％増］

�交通安全思想普及推
進事業等（内閣府）

２６２ ２５８ ４ 免許取得前の若者に対する運転者とし
ての交通安全教育推進事業，交通安全母
親活動推進事業，交通指導員支援事業，
バーチャル空間交通安全普及啓発基盤整
備事業，市民参加型の高齢者交通安全学
習普及事業，交通安全シンポジウムの開
催等を行う。

�交通安全教育・普及
活動の推進

（警察庁）

３６ ３７ ▲１ 交通安全教育指針に基づく交通安全教
育の普及を図るため，体験型交通安全教
育や交通安全運動中央大会等を実施す
る。

�交通安全教育指導等
（文部科学省）

１４９ ９８ ５２ 学校における交通安全教育の充実強化
を図るため，交通安全教育実践地域，交
通安全教育推進地域，学校安全推進モデ
ル地域の指定，心肺蘇生法実技講習会の
開催等や教師用指導資料等の作成・配付
を行う。

�ダンプカー事業者の
交通安全指導

（国土交通省）

３１ ３２ ▲１ ダンプカー事業者の安全意識の向上等
を図るための交通安全指導事業等に要す
る経費について（社）全国ダンプカー協会
に対する補助等を行う。

３．安全運転の確保 ５，６８５ ４，５７９ １，１０６ ［２４．２％増］

�運転者対策の推進
（警察庁）

１，４６２ ７２１ ７４１ 高齢者等の交通安全対策，運転者教育
用の映画製作，運転者教育用資器材等に
要する費用について負担し，又は補助す
る。［補助率：５／１０］
また，運転者等に対する民間事業者に

よる交通情報の正確性等を検証するシス
テム等の整備を図る。

�運転者管理センター
の運営 （警察庁）

１，３２３ １，３２３ ０ 運転者の違反歴，事故歴その他の資料
を電子計算組織に集中管理する運転者管
理センターの運営を行う。
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事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考

�交通事故等に関する
情報収集の充実

（警察庁）

７０７ ６０ ６４６ 交通事故等に関する情報収集の充実を
図るために，車載装置からの緊急通報受
付装置の整備を行う。
また，効率的かつ，より一層科学的に

交通事故原因の究明を図るため，交通事
故自動記録装置の整備を行う。

�自動車運転者労務改
善対策等

（厚生労働省）

１２ １２ ０ 自動車運転者の労務管理の改善を促進
するため，自動車運転者を使用する事業
場に対する監督指導の強化等を図る。

�交通労働災害防止対
策 （厚生労働省）

９３ ９３ ０ 交通労働災害事例集を作成するほか，
「交通労働災害防止のためのガイドライ
ン」についての説明会の開催，交通危険
マップの利用促進，モデル事業場の育成
を行う等により，交通労働災害防止の徹
底を図る。

�自動車事故防止対策
等 （国土交通省）

（内閣府）
２，０８３
６

２，３６４
６

▲２８１
０

自動車事故調査・分析推進事業（事故
情報及びニアミス情報を収集し，その分
析結果を安全対策に活用），総合的安全
情報の提供，事業用自動車に係る安全対
策の推進及び整備不良による事故防止方
策の検討，鉄軌道事業者の監査指導及び
自動車整備士技能検定，バス利用促進等
総合対策事業等を実施する。

４．車両の安全性の確保 ５０，７２３ ５１，４６３ ▲７４０ ［１．４％減］

�車両構造規制の充実
・強化

（国土交通省）

８６６ ４９３ ３７２ 道路運送車両の保安基準の見直し等を
行うため，事故の分析等の充実を図ると
ともに，先進安全自動車技術評価事業を
実施する。

�自動車アセスメント
情報提供業務

（国土交通省）

５１５ ５５７ ▲４２ より安全な自動車の開発・普及の促進
を図るため，自動車アセスメント（車両
の安全性能に関する情報提供）事業を実
施する。

�自動車検査・登録業
務等（国土交通省）

４９，１９６ ５０，２６５ ▲１，０６９ 自動車検査・登録業務の円滑化を図る
ため，検査施設の整備・運営及び民間車
検を行う指定整備工場の監督等を行う。

�リコール対策の充実
（国土交通省）

１４６ １４７ ▲２ 欠陥車による事故を未然に防止し，自
動車ユーザー等の保護を目的とし，リ
コール制度の適正な運用を図る。

５．道路交通秩序の維持 ８，２９７ １０，１０７ ▲１，８１０ ［１７．９％減］

�交通取締用車両等の
整備 （警察庁）

２，９６４ ４，５３３ ▲１，５７０ 交通取締りの強化，交通事故処理の円
滑化等を図るため，交通取締用四輪車，
白バイ，交通事故処理車，ヘリコプター，
現場急行支援システム等を整備する。
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事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考

�交通取締体制の充実
強化 （警察庁）

２，８１１ ２，９９３ ▲１８２ 交通事故事件の広域化・複雑化に対処
するため，暴走族事犯，ひき逃げ事犯，
雇用者等の義務違反に起因する重要交通
事故事件等の捜査，交通事故に直結する
悪質な交通違反の取締活動の強化等に要
する費用について負担し，又は補助す
る。［補助率：５／１０］

�交通事件処理体制の
整備 （法務省）

２，４７０ ２，５２３ ▲５４ 交通事件捜査処理体制の充実を図る。

�交通事件裁判処理体
制の整備（裁判所）

５３ ５７ ▲４ 交通事件裁判処理体制の充実を図る。

６．救助・救急体制等の
整備

２５，３７２ ２４，４４０ ９３２ ［３．８％増］

�救急業務設備の整備
等 （消防庁）

２，６８５ ２，４２１ ２６４ 救急業務の高度化のための高規格救急
自動車等の整備，救急業務の多様化等に
対応した救急資機材等の整備，国内で発
生した大規模災害等における救助活動に
対応する緊急消防援助隊の救助工作車等
の整備に要する費用について補助を行
う。また，医療機関に患者を搬送する等
の業務を行うヘリコプターの整備に要す
る費用について補助等を行う。

�救急医療体制の整備
等 （厚生労働省）

２２，６８７ ２２，０１８ ６６９ 救急患者の受入れを円滑に行うため，
初期，二次及び三次の救急医療施設並び
に救急医療情報センターからなる救急医
療体制の体系的整備を推進する。
また，救急現場，搬送途上における医

療の充実を図るため，早期治療の開始と
迅速な搬送を行うドクターヘリ（医師が
同乗する救急専用ヘリコプター）事業を
推進する。

７．損害賠償の適正化と
被害者対策の推進

１１６，９７８ １１７，７２９ ▲７５２ ［０．６％減］

�交通事故相談活動の
強化 （内閣府）

２９４ ３２５ ▲３０ 都道府県及び政令指定都市の交通事故
相談所の運営に必要な経費について交付
等を行う。

�民事法律扶助事業の
推進 （法務省）

２，９９８ ２，５７５ ４２４ 指定法人が行う資力が乏しい者に対す
る民事法律扶助事業に要する経費につい
て補助等を行う。

�通勤災害保護制度の
実施（厚生労働省）

９８，４９５ ９８，６５０ ▲１５５ 近時の交通事情による通勤災害の発生
状況にかんがみ，通勤災害保護制度によ
り，被災労働者及びその遺族の保護を図
る。
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事 項
平成１４年度

予 算 額

平成１３年度

予 算 額

比 較

増 減 額
備 考

�自動車損害賠償保障
事業特別会計による
補助等
ア 自動車事故対策
センター
（国土交通省）

１３，２２１ １４，１２３ ▲９０１

自動車事故の発生防止に資すると共に
被害者の保護を進めるため，自動車事故
対策センターに対して助成し，これによ
り運転者に対する適性診断，運行管理者
に対する講習，交通遺児貸付，重度後遺
障害者療護施設の運営等を行う。

イ 被害者救済等
（国土交通省）

１，９６９ ２，０５７ ▲８８ 自動車事故防止と自動車事故被害者救
済のため，公益法人が行う自動車事故相
談事業，交通遺児育成基金事業等に対し
て補助を行う。

８．その他 ４，８６０ ２，８９５ １，９６４ ［６７．８％増］

�交通安全調査等
（内閣府）

７０ ９０ ▲２０ 科学的分析に基づいた交通安全普及パ
イロット事業の実施，高校生を中心とし
た若者に対する交通安全普及啓発活動の
在り方に関する調査研究，チャイルド
シートの利用推進方策等に関する調査研
究等を行う。

�交通管理技術の調査
研究等 （警察庁）

１，９３７ １５４ １，７８３ 交通の安全と円滑を図るため交通事故
分析の高度化を図るとともに交通管制シ
ステムの高度化等に関する調査研究，実
証実験等を行う。

�自動車安全公害等対
策 （経済産業省）

１ １ ０ 自動車の安全性の確保や各種公害防止
対策に関する自動車メーカー等の取組に
ついて，実態調査及び情報交換等を行
う。

�陸上交通の安全に関
する調査研究

（国土交通省）

２，８５２ ２，６５０ ２０１ 陸上交通の安全確保に資するため，次
世代知能自動車の技術評価，鉄道重大事
故の防止及び安全性向上のための調査研
究等を行う。

合 計 １，５９９，０７９ １，６１２，６６０ ▲１３，５８１ ［０．８％減］

注 １ 単位未満の数値は四捨五入により整理してあるので，合計と合致しないものがある。
２ 平成１３年度予算額は，当初予算額である。

（付）陸上交通の安全に関する財政措置

―１８５―




